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令和年月日 火曜日 第号官 報
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
開
催
の
通
常
総

代
会
に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
五
千
円
か
ら
千
円

に
減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
組
合
の
直
近
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

は
、
当
組
合
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

以
上
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

静
岡
県
浜
松
市
浜
名
区
高
畑
一
八
番
地

浜
北
医
療
生
活
協
同
組
合

代
表
理
事

聞
間

元

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。
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令
和
七
年
七
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

パ
イ
ヒ
ア
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
確
定

給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期

間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
七
年
七
月
十
五
日

兵
庫
県
神
戸
市
須
磨
区
弥
栄
台
四
丁
目
一
番
三

モ
ン
ノ
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

山
﨑

潤

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
四
期
決
算
公
告
中
、
定
時
株
主
総
会
の
日
付
「令

和
７

年
６
月
26日

」
と
あ
る
は
「令

和
７
年
６
月
25日

」、
代

表
取
締
役
「輪

島
智
仁

」
と
あ
る
は
「林

口
文
彦

」

の
誤
り
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号

Ｓ
Ｂ
Ｉ
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林
口

文
彦

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
八
十
八
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

大
阪
市
西
区
阿
波
座
一
丁
目
一
二
番
一
八
号

ダ
イ
ソ
ー
ケ
ミ
カ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

増
田

英
司

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
四
十
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
（
住
宅
確
保
要
配
慮

者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
・
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

（
印
刷
誤
り
）

八
七
ペ
ー
ジ
様
式
Ⅱ
業
務
の
法
令
適
合
性
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
三
日
（
号
外
第
一
五
二
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の
乙
の

住
所
「
北
海
道
中
川
郡
美
深
町
西
一
条
北
一
丁
目
一
番
六

号
」
と
あ
る
は
「
北
海
道
上
川
郡
和
寒
町
字
朝
日
一
九
六

番
地
」、
決
算
公
告
の
乙
の
住
所
「
北
海
道
中
川
郡
美
深

町
西
一
条
北
一
丁
目
１
番
６
号
」
と
あ
る
は
「
北
海
道
上

川
郡
和
寒
町
字
朝
日
１
９
６
番
地
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

北
海
道
旭
川
市
永
山
北
二
条
七
丁
目
一
五
八
番
地

の
一

（
甲
）
株
式
会
社
道
北
暖
房
設
備

代
表
取
締
役

櫻
井

郁
也

北
海
道
上
川
郡
和
寒
町
字
朝
日
一
九
六
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム
イ
ン
道
北

代
表
取
締
役

櫻
井

喜
八


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